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　本施設の管理運営業務の確認にあたっては、管理運営状況を事業報告書、実地調査、
利用者アンケート、指定管理者へのヒアリング等により把握しました。
　その後、指定管理業務の課題ごとに、指定管理者による自己評価及び市による評価結
果を取りまとめました。

担当部課
(問合せ先)

　条例、規則、仕様書などの指定管理業
務に関する内容は全職員に周知したうえ
で業務を行っています。施設の目的や基
本方針についても定例職員会等で職員に
周知徹底をしております。利用者に対し
ては随時、掲示や窓口での口頭説明等を
行っています。

施設の設置目的や管理運営の基本方針を
職員が十分理解し、概ね適切な運営が行
われております。

指定管理者制度により指定を受けて運営
に乗り出し10年度が経過しました。その
間、法人内施設からのノウハウの提供を
受けて、スケールメリットを活かした運
営体制の確立化を図ってきました。関係
他施設、機関との情報の共有化を図りつ
つ、幅広い視点に立った施設の運営に取
り組んだ結果、法人内各施設との円滑な
連絡協調体制を構築することができまし
た。今後はこの体制をより強固なものに
していくとともにスケールメリットのさ
らなる活用に取り組んでいきたいと考え
ています。通所作業生には、各種教養講
座や作業訓練に取組み、充実した社会生
活を送ることができるよう指導支援に努
めました。趣味教養講座に参加する高齢
者や一般住民には、作品展示発表会を通
じて趣味を育て、生きがいや教養を高
め、障がい者と交流することで障がいに
対する理解を深められるよう配慮しまし
た。施設管理者としては、年度を通じて
事業の円滑な実施を図ることにより利用
者サービスの増進に努めることができた
と感じています。しかし、通所作業生も
含めて利用者の固定化、高齢化の傾向に
なり、より広い層の利用者の確保が望ま
れています。法人内他施設からの利用希
望者の発掘や、在宅者、今治特別支援学
校卒業生の利用を図っていきたいと考え
ています。

作業所部門は、年度途中で作業生１名が
他の施設に移った影響もあり、昨年度と
比べて延利用者数が124名減少しており
ます。講座部門は昨年度は減少傾向でし
たが、今年度は増加に転じております。
講座部門は障がい者のみならず、健常者
も参加できるため、障がい者と健常者の
交流の機会となっております。障がい者
の社会参加や障がい者理解に繋がる場で
ありますので、引き続き、利用促進をお
願いします。
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課題

事業収支 Ａ Ａ

管理運営体制 Ａ Ｂ

管理運営業務 Ａ Ａ

利用業務 Ｂ Ｂ

その他業務 Ａ Ａ

指定管理者自己評価 市による評価

　危機管理、事故、火災、個人情報保護に
関する対応マニュアルを整備し、年度初め
に職員研修を開催して、職員に意識の徹底
を図りました。緊急避難時の安全を確保す
るため、駐輪場を確保して避難通路上の自
転車バイク駐輪を禁止しています。また、火
災や地震による災害を想定して、利用者、
職員全員で消火、避難訓練を実施するとと
もに、万一の時に適切な救急救命措置が
できるよう積極的に研修訓練に取り組んで
います。

危機管理や個人情報などの各種マニュア
ルはきちんど整備され、年度当初に職員研
修を行い、意識の徹底が図られています。
また火災や地震等を想定した避難訓練も
実施できております。また隣接する県立今
治病院が協力医療機関であり、利用者の
急な病気や事故等に迅速に対応できるよう
日頃からの連携が図られています。

利用者への適正なサービス、処遇対応な
どに関し、施設内研修には全職員で取り
組み、技術態度の向上、知識の共有に努
めました。作業生に対しては、各種の作
業を通し、より良い社会生活が送れるよ
う個別指導、支援を図るとともに保護者
との連絡を密にし、作業生が通苑しやす
い環境作りに努めました。職員体制のな
かで、指導員が欠員の期間がありました
が、事務員も指導、支援の場面に入りカ
バーに努めました。また、講座受講生を
含む全利用者に対して、アンケート調査
等を通じてそのニーズの把握に努め、快
適な利用環境の確保に努めました。

指導員が年度途中により変更になりました
が、業務の引き継ぎは適切にできておりま
す。また毎日の朝礼の中で、利用者個別の
状況把握もでき、職員間でしっかりと情報
共有もできております。また指導員が2名体
制の時期がありましたが、施設長や事務員
が対応することでカバーできております。研
修については新たに事故や災害等のマ
ニュアル熟知のための勉強会や応急手当
講習会に参加するなど、施設の管理運営
に必要な知識と技術の習得ができておりま
す。

　仕様書に定められた基準に準拠して業
務を実施しました。支出は、対収入比
106.02％（昨年度97.86％）であり、例
年並みの経営効率と考えます。施設は昭
和57年４月開設以来36年が経過し、修繕
を必要とする箇所が散見せられるように
なりました。今後とも大改修に至らない
よう早めの対応をいたします。事務処理
の迅速適正化に取り組み、健全経営を確
保して利用者の快適環境の確保に努めま
す。消防点検、空調点検、廃棄物処理に
関しては専門業者に委託しています。

仕様書に定められた基準に従った業務が
適切に実施されております。また専門的な
管理が必要な消防点検、空調点検、廃棄
物処理については専門業者による実施が
できております。引き続き利用者が安心に
利用できる環境づくりをお願いします。

　　利用業務については、仕様書に定め
られた基準に従って実施しました。利用
促進業務では、施設概要に関するパンフ
レットを作成し、配布しました。同時に
ホームページへも掲載し、外部機関・利
用希望者などにのぞみ苑の情報を提供で
きたと考えます。また、同じ施設協会内
の今ネットや今治特別支援学校との連携
を密にし、「進路・現場実習懇談会」等
に参加し、卒業生の進路についてのぞみ
苑の利用者確保に取り組みました。隣接
施設であるひよこ園等関連機関と連携を
図り利用者ニーズを的確にとらえ、市民
に親しまれる施設運営を目指し、利用者
サービスの向上に努めました。

引き続き、今治特別支援学校での「進路・
現場実習懇談会」等に参加し、学校との連
携を密にしながら利用者の確保に努めてく
ださい。また更生相談会の実績が低迷して
いるため、今後のあり方を検討するととも
に、隣接するひよこ園等の関係機関とも連
携を図りながら広報啓発の強化に努めてく
ださい。

　支出は、対収入比106.02％(昨年度
97.86％)に留め、健全財政の施設運営に
努めましたが、職員確保の為正規職員の
人件費支払により支出が上回りました。
小規模作業所に係る収支については製品
の品質を低下させないよう留意しまし
た。また、製品の販売に努め、作業生の
収入確保を図りました。施設の維持運営
については、経費のコスト削減を図りな
がら利用者サービスの質を落とさないよ
う配慮しつつ施設の目的達成のため、安
定的な健全運営を目指しました。

施設長の専任や正規職員の配置等によ
り、昨年度と比べて人件費が増加してい
ますが、他の経費は概ね節減ができてお
ります。引き続き経費節減に努めるとと
もに、収入の安定的な確保のために作業
収入を見直し、新規商品の開発や販路拡
大、生産量の増加について取り組む必要
があります。



課題

修繕業務 Ｂ Ｂ

備品管理業務 Ａ Ａ

行政財産の目
的外使用許可

手続業務
ー ー

自主事業 Ａ Ａ

地域団体との
連携

Ａ Ａ

利用者
アンケート

Ａ Ｂ

事故・苦情 Ａ Ａ

指定管理者の
経営状態

指定管理者自己評価 市による評価

　アンケートの結果から、利用者からは
概ね満足していただいていると考えます
が、今後も継続して利用者のニーズ把握
に努め、サービス向上に取り組んでいき
ます。

アンケート結果では、利用者からおおむね
満足していると分析できます。改善要望も
ありますので、サービス向上に繋がる対応
をお願いします。

　事故の対応については、発生時の対応
マニュアルを整備し、事故の未然防止に
努めています。事故が発生した場合は、
保護者と連絡を密にし、連絡網を整備し
て全保護者に周知して注意を促すととも
に早期収拾を図ります。
　苦情についても対応マニュアルを整備
するとともに、意見箱を設置するなど苦
情の把握に努め、誠心誠意解決に向けて
取り組み早期解決を図ります。また、法
人内には苦情解決第三者委員を設置し、
公平な苦情解決を図っています。

事故対応マニュアルを整備し、事故発生時
は保護者と密に連携するだけでなく、全保
護者にも注意を促すなど連絡体制がしっか
りとできています。また苦情対応についても
マニュアルを整備し、意見箱を設置するな
ど、直接言いにくい苦情把握にも取り組ん
でおります。

貸借対照表、正味財産増減計算書については、法令及び定款に
従い、適正に作成されていると認められました。指定管理者の経
営状況については、財務諸表から割り出した経営分析指標におい
て、特に気になる数値はなく、指定施設の管理を安定して行う物的
能力を有していると認められました。

該当なし 該当なし

　施設利用者及びその保護者の方々が気
軽に参加してもらえるよう利用者や関係
者と相談しながら事業を計画しました。
季節に応じた催しを施行できたと考えま
す。催しは、施設利用者を中心に保護
者、講座受講生が気軽に参加できる内容
としました。また、法人の他施設の設備
を利用した催しも実施することができま
した。「作品展示発表会」は近隣地域住
民の参加が定着しつつあると考えます。
事前の周知を徹底し、内容を工夫して親
しまれる催しとして実施していきたいと
思います。これからも利用者のニーズの
把握に努め、的確・効果的な事業実施に
努めます。

健常者と障がい者が交流できる事業ができ
ています。作品展示発表会では、講座利用
者の作品展示や発表の場となっており、講
座利用者と苑生との交流が図られていま
す。発表会に近隣住民の方を案内すること
で、のぞみ苑を知ってもらう機会にもなって
います。また研修旅行では保護者・障がい
者、講座利用者の交流を深める機会になっ
ています。今後も健常者と障がい者が交流
できる事業をお願いします。

　各種団体が主催する各種会合、イベン
トにできる限り参加し、少しでも多くの
市民に障害者への理解を深められるよう
啓発に努めました。30年度は別宮、近
見、波止浜公民館の文化祭、今治市総合
福祉センター祭り、玉川福祉センター祭
り、フジ元気フェスタ等に参加し、作業
所製品の販売を通じて障害者福祉につい
て啓発しました。今後も地域に親しま
れ、気軽に利用できる施設を目指しま
す。

近隣の公民館や各種障がい者団体のイベ
ントに参加し、利用者が製作した作品を販
売・展示することで、のぞみ苑の認知に繋
げることができました。ただ近隣自治会とは
作品展示発表会以外にないため、清掃活
動や避難訓練等自治会が実施している活
動に参加するなど、更なる交流の機会を増
やすよう検討してください。

　施設開設後満36年が経過し老朽化してい
る箇所が多いが、躯体は良好な状態を保っ
ています。快適な利用環境を提供するうえ
で安全に係る箇所の修繕については注意
を払い、速やかに修繕するよう心がけてい
ます。その他、軽微な要修繕案件について
は、費用対効果を検討しながら施行するこ
ととしています。29年度には今治市におい
て利用者全員からの要望であった、トイレ
改修が行われ快適な利用環境となりまし
た。

修繕箇所が徐々に増えていく中で、破損や
汚損箇所について、迅速な修繕がされてい
ます。施設の老朽化が進んでいく中で、今
後修繕が必要な箇所をピックアップし、長期
的な修繕計画を検討してください。

　施設利用者に不便・不快感を与えないよ
う注意を払い、適正管理に努めました。作
業所の製造用備品や講座実施用備品等に
ついては必要度に応じて購入するよう努め
ました。

適切に備品管理ができています。老朽化に
よる更新は適宜行い、利用者からの要望に
も対応できております。引き続き、施設運営
に支障のないよう備品の更新をお願いしま
す。



総　合　コ　メ　ン　ト　（市）
  障害者福祉センターとして、障がい者の福祉を増進し、社会的自立の推進を図るための支援ができています。ま
た、安定した事業経営を行っています。今後は、現在の支援内容を随時見直すことで、よりよい支援を利用者へ提
供するとともに、施設を必要とする方への情報発信を行い新規利用者の確保にも努めてください。また、災害に対
する備えを常日頃よりお願いします。


